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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信装置を試験する装置であって、
　記録された複数の環境場追跡値を再生する環境場追跡源と、
　前記再生された複数の環境場追跡値を受信し、前記複数の環境場追跡値から複数の信号
を抽出し、前記複数の信号を被検装置に送信し、かつ前記被検装置から複数の信号を受信
するプロトコルテスターと、
　前記環境場追跡源および前記プロトコルテスターと前記被検装置との間に結合していて
、前記再生された複数の環境場追跡値を受信し、前記再生された複数の環境場追跡値を複
数の信号と混合し、かつ前記プロトコルテスターと前記被検装置との間のチャネルをエミ
ュレートするチャネルエミュレータとを備える、無線通信装置を試験する装置。
【請求項２】
　前記プロトコルテスターは、前記再生された複数の環境場追跡値を受信するローダーと
、前記プロトコルテスターにより前記被検装置に送信される前記複数の信号を抽出するコ
プロセッサとをさらに含む請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記複数の環境場追跡値は複数のチャネルインパルス応答信号を含む請求項１または２
に記載の装置。
【請求項４】
　前記複数の環境場追跡値は自然無線環境で記録された複数の無線信号を含む請求項１か
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ら３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記複数の環境場追跡値から複数の基地局構成パラメータを抽出し、前記複数の基地局
構成パラメータを前記プロトコルテスターに送信する基地局構成モジュールをさらに含み
、前記プロトコルテスターは前記複数の基地局構成パラメータを基地局構成モジュールか
ら受信し、前記受信した複数の基地局構成パラメータに基づいて、前記被検装置へ複数の
信号を送信し、または、前記被検装置から複数の信号を受信する、請求項１から４のいず
れか一項に記載の装置。
【請求項６】
　無線通信装置を試験する方法であって、
　プロトコルテスターが、収集された複数の環境場追跡値から複数の構成パラメータを抽
出することと、
　前記プロトコルテスターが、前記抽出された複数の構成パラメータ用いて前記プロトコ
ルテスターを構成することと、
　前記プロトコルテスター及びチャネルエミュレータが、前記収集された複数の環境場追
跡値を再生することと、
　前記チャネルエミュレータが、前記収集された複数の環境場追跡値から無線環境を抽出
することと、
　前記プロトコルテスターが、前記収集された複数の環境場追跡値から再生される複数の
信号を抽出することと、
　前記チャネルエミュレータが、再生される複数の信号を前記抽出された無線環境と結合
することと、
　前記プロトコルテスターが、前記結合された複数の信号を被検装置に送信することと、
　前記プロトコルテスターが、前記被検装置から再生されている前記複数の信号への複数
の応答を受信することと、
　前記プロトコルテスターが、前記受信された複数の応答を記録することと、を含む無線
通信装置を試験する方法。
【請求項７】
　環境場追跡源が、前記複数の環境場追跡値をローダーにロードすることをさらに含み、
再生される前記複数の信号を抽出することは、前記プロトコルテスターのコプロセッサが
、前記ロードされた複数の環境場追跡値を処理して前記複数の信号を抽出することを含む
、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記チャネルエミュレータが、前記抽出された無線環境を前記再生される複数の信号と
同期させることをさらに含む、請求項６または７に記載の方法。
【請求項９】
　前記チャネルエミュレータが、再生される前記複数の信号を修正して所望の無線環境を
模倣することをさらに含む、請求項６から８のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本記述は、無線通信分野、特に無線装置の試験に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムで使用する装置は、変動する高周波環境の中で基地局や他の種類の無
線局と通信している。無線装置の部品やシステムの開発では、他局と通信が可能かどうか
を判定し、また無線周波数性能や通信特性を測定するため、無線装置の部品やシステムの
試験を行う。この試験は、制御された条件のもとで、実験室で行うのが最も容易である。
実験室の環境では、装置部品の性能の限界を容易に試すことができ、また装置の通信能力
の限界も容易に試すことができる。
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【０００３】
　自然無線環境は、予測不能であり、時間や場所によって大きく変動することがある。干
渉、マルチパス、他局の送信・受信品質は、時間と位置によって変動する。さらに、無線
通信システムが使用する登録、割当等の制御プロトコルが、複雑で不安定な振る舞いを示
すことがある。これら全てが要因となり、試験室で自然無線環境を再現することが困難に
なっている。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　本発明の実施形態を添付する図面の各図において、例として示すが制限する目的ではな
い。なお、図面において類似の参照番号は同じ種類の要素であることを示す。
【図１】図１は、本発明の一実施形態に従う、高周波環境をエミュレートするシステムの
ブロック図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態に従う、高周波環境をエミュレートするための工程
図を示す。
【図３】図３は、本発明の一実施形態に従う、高周波環境をエミュレートする代替システ
ムのブロック図である。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の一実施形態に従う、図１のシステムで用いる環境場追跡値
の記録の一例を示すグラフである。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の一実施形態に従う、図１のシステムで用いることがある図
４Ａの環境場追跡値に基づく再現データのグラフである。
【図５】図５は、本発明の一実施形態に従う、連続したチャネルインパルス応答の内、隣
接する２つのサンプル上でアクティブなレイ（ｒａｙ）を示す。
【図６】図６は、本発明の一実施形態に従う、環境場に似せた試験用のレイトレーシング
による試験システムのブロック図である。
【図７】図７は、本発明の一実施形態に従う、連続したチャネルインパルス応答を生成す
るための工程図である。
【図８】図８は、高周波環境をエミュレートするための追跡値の収集および再現処理の一
実施形態を示す。
【図９】図９は、本発明の一実施形態に従う、図８の収集および再現処理を拡張したブロ
ック図である。
【図１０】図１０は、本発明の一実施形態に従う、エミュレートされた高周波環境におい
て端末向けにセル負荷を再現するためのシステムのブロック図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、本発明の一実施形態に従う、図１０のシステムによる再現にお
ける３つの異なる環境場パラメータのグラフである。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、本発明の一実施形態に従う、図１０のシステムによる再現にお
ける３つの異なる環境場パラメータのグラフである。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、本発明の一実施形態に従う、図１０のシステムによる再現にお
ける３つの異なる環境場パラメータのグラフである。
【図１２】図１２は、本発明の一実施形態に従う、図１０のシステムを用いた試験を実施
するための工程図である。
【図１３】図１３は、本発明の一実施形態に従う、携帯端末、プロトコルテスター、制御
システムとしての利用に適したコンピュータシステムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　無線基地局と通信する無線端末との関連で本発明の実施形態を示す。「端末」は、人間
の利用者と接続する、すなわち人間の利用者によって使用される無線システムの無線終端
装置を示す。端末は、固定端末または携帯端末のどちらでもよい。端末は、音声またはデ
ータ、または両方の用途に使用される。 "基地局"は、端末と接続先の間に介在する無線
局を示すのに使用される。基地局は、集中局、インターネットのような広域ネットワーク
、ローカルエリアネットワーク、都市規模ネットワーク、または直接端末と接続すること
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がある。基地局は、これらの接続先全てに接続することもあれば、さらに多くの接続先と
接続することもある。
【０００６】
　端末や基地局を、特定の無線インタフェース標準や適用される協約に応じて、異なる用
語で識別することがある。ここで使用される"端末"という用語は、例えば、携帯装置、携
帯端末、携帯機器、ハンドセット、ユーザ端末、ユーザ装置、加入者装置、加入者端末と
いった様々な名称で呼ばれる装置を意味することがある。 "基地局"という用語は、例え
ば、基地局装置、アクセスノード、アクセスポート、アクセス装置、ｅＮＢ（発展型ノー
ドＢ）、ゲートウェイ、サービングセル、サービングノードといった様々な名前で呼ばれ
る装置を意味することがある。
【０００７】
　本発明の実施形態は、端末と基地局の間の通信チャネルに実際の無線チャネルが増設さ
れる場合の影響について、シミュレーションやエミュレーションを行う機能を提供する。
これらの影響には、フェーディング、マルチパス、反射、他の信号源からの信号、例えば
ノイズ、クロスチャネル干渉、隣接チャネル干渉などが含まれることがある。このような
影響を与える装置には、フェーダー、チャネルエミュレータ、増設モデムなど、様々な種
類の装置が挙げられる。チャネルエミュレータという用語は、典型的には本発明の文脈に
おいて、無線伝搬チャネルがそのチャネルを伝搬する無線信号に及ぼす影響をエミュレー
トする装置を示す。これらの影響は、上述のとおり、フェーディングなどの影響を含む。
【０００８】
　本明細書に記載される実施形態によっては、自然無線環境を仮想化して、無線装置を試
験する。一例では、環境場で記録した信号やメッセージを抽出し、プロトコルテスターの
運用にその信号やメッセージを注入する。この抽出により、環境場で観測される時間間隔
（the temporal spacing）を保持することができる。別の例においては、チャネルエミュ
レータの機能を拡張し、後処理によりその拡張を支援することで、特定の無線環境を再現
する。これにより、現実的な無線環境を発生させ装置を試験する一手段として、レイトレ
ーシングを用いることが可能となる。別の一例では、環境場で取得した特定の組の追跡値
を用いて、無線環境を記録する。これにより、環境場で経験した無線環境を実際に再現す
ることが可能となる。さらに別の例では、現実的なセル内干渉を再現することにより、自
然無線環境を発生させる。これは、試験中の装置が実際の運用で受けるようなセル負荷を
再現することにより実行される。第１節
【０００９】
　この節では、ｅＮＢ（発展型ノードＢ）のような基地局と端末の間の信号伝達を実験室
で再現することができることを記述する。これを実行するため、プロトコルテスターの機
能を拡張し、環境場試験で取得される環境場追跡値やログをテスターにロードできるよう
にする。次にプロトコルテスターは、追跡で観測されるメッセージを抽出し、そのような
追跡で見つかるメッセージを用いてプロトコルテスター自体を構成する。次にプロトコル
テスターは、抽出されたメッセージを試験中のＤＵＴ（被験装置）に転送することが可能
である。ＤＵＴは、タブレット、携帯コンピュータ、携帯電話、無線ネットワークノード
、無線ルータ、無線ハブ、ＩＯＴ（モノのインターネット）装置、または任意の他の装置
のような様々な種類の内のいかなる無線通信機でもよい。
【００１０】
　図１は、チャネルを再現する従来のプロトコルテスターを拡張することにより、高周波
環境をエミュレートするための実験室での試験構成について、一例を示すブロック図であ
る。端末１０２は、ＤＵＴとして動作し、下記のとおり、基地局、ｅＮＢ又は任意の他の
タイプの基地局の振る舞いを模倣するプロトコルテスター１０８に接続される。基地局構
成部１０６は、環境場追跡値の収集で追跡される信号伝達に基づき、エミュレートされる
基地局の状態を追跡、および維持する。実施形態によっては、ＤＵＴとプロトコルテスタ
ーの間のプロトコル信号は、プロトコルテスターの制御部で記録されてよい。次に、その
ログにアクセスすることにより、試験の分析を行うことができる。しかしながら、本発明
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はそれにとどまらない。
【００１１】
　図１では、無線環境エミュレータ１１２はプロトコルテスターからの信号を修正し、所
望の高周波環境、すなわち基地局（ＢＳ）とＤＵＴの間の無線チャネルを模倣する。この
エミュレータは単純なアッテネーターまたは複雑なフェーダーでもよい。ある事例では、
このエミュレータは、プロトコルテスターからの信号のみに影響を与える。別の事例では
、ノイズや干渉の環境をエミュレートすることが目的の場合、エミュレータは、他の信号
も変えることがある。図示の例では、エミュレータは環境場追跡源１１４に結合している
。これは、記憶装置、信号発生器、あるいは他の様々な形態のいずれかでよい。一実施形
態では、環境場、すなわち自然無線環境において、自然環境を車で走行するか歩きまわっ
て自然無線環境を記録することにより、環境場追跡値が収集される。この記録は無線環境
エミュレータにより処理され、次に再生されるが、プロトコルテスターからの信号との結
合も行われる。
【００１２】
　この例や他の例で使用される環境場追跡値は、携帯型受信機を用いて現場で収集される
チャネルインパルス応答（CIR = channel impulse response）の形式である。あるいは、
環境場追跡値は、実験室で人工的に生成されてもよい。ＣＩＲは、チャネルを介したあら
ゆる種類の無線伝送のシミュレーションや分析に所望される情報を全て含むよう、広帯域
チャネル特性化として収集されることがあるが、より絞り込んだ収集も用いられることが
ある。携帯無線チャネルは、時間変動するインパルス応答をもつ線形フィルターとしてモ
デル化されるが、時間変動は、受信機や送信機の移動、または動的な無線環境の変化に起
因する。ＣＩＲは、インパルス性の刺激に対するそのようなフィルターの効果を定義する
量である。実際にはＣＩＲは振幅や遅延が異なる複数のインパルスの総和で表す。
【００１３】
　従前の実験室の試験では、基地局と端末の間の特定の相互作用を分離することを目的に
、テストケースは一般に熟練した技術者が作成する。無線環境を精密にエミュレートする
という条件で（概してそうはならないが）、基地局が環境場で経験するのと同じ状態をプ
ロトコルテスターが完全に経験する場合のみ、そのような目的は達成することができる。
しかしながら、典型的なプロトコルテスターは、一般にいくつかのさまざまな可能な基地
局の大まかな近似を行うよう設計されているため、完全に同じ状態を経験することはない
。つまり、プロトコルテスターは、一般的にあらゆる可能性のある基地局の全ての状態の
サブセットに基づき運用されている。さらに、プロトコルテスターは、基地局メーカーが
開発した、状態の一時的な進展を定義する最良または最新のアルゴリズムを備えていない
。結果として、作成されたテストケースは、環境場で観測される特定の信号伝達事象のい
くつかを再現する際、あまり役に立つことはない。
【００１４】
　信号伝達事象をより精密に再現するため、本明細書に記載されるようにプロトコルテス
ターの機能を拡張し、信号伝達の再現を支援する。プロトコルテスター１０８は、内部ま
たは外部の制御部１１０によって駆動され、双方向通信チャネルを介して、端末、チップ
セット、無線システム、または他のＤＵＴ１０２と通信する。
【００１５】
　図１の例では、プロトコルテスターは、特別に作成されたテストケースの代わりに環境
場追跡値を用いて構成される。環境場追跡値はまた、基地局構成ブロックが使用するのと
同じ環境場追跡源１１４、または第２の環境場追跡値再生源１１６からプロトコルテスタ
ー１０８に直接ロードされる。環境場追跡源１１６は、プロトコルテスターの追加制御部
、すなわち共制御部１２２のバッファとして動作するローダー１２０に結合する。共制御
部は、試験対象のメッセージを抽出する。試験対象外の任意の他のメッセージは、プロト
コルテスターの主制御部１１０に残され、生成または処理される。
【００１６】
　二つの再生源１１４および１１６の環境場追跡値は、同一または異なってもよい。第１
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の環境場追跡源１１４は基地局構成モジュール１０６に向けて再生される。構成モジュー
ルは、プロトコルテスターが環境場の基地局の振る舞いを大まかにエミュレートできるよ
う、選択した構成信号をプロトコルテスター１０８の主制御部１１０に送信する。同一ま
たは異なる環境場追跡値はまた、無線環境エミュレータに向けて再生される。構成信号は
、試験対象のＤＵＴを構成する、いかなる信号でもよい。構成信号は、一般にＤＵＴへの
データを含む同報通信チャネルの一部であり、基地局との通信に使用されるパラメータを
記述する。制御信号は、試験中、ＤＵＴに向けて再生されることがあるが、この信号は一
般的に制御プレーンの一部、または、無線通信システムの制御チャネルの一部であり、ハ
ンドオーバー、登録、構成、チャネル割当、リソース割当などの構成処理のための信号を
含む。構成、および制御に使用される特有のチャネルと信号種別は、無線のプロトコルや
標準によって異なることがある。本発明の実施形態は、様々な種類の信号の処理に適合す
る。
【００１７】
　試験中は一般に、プロトコルテスターまたはＤＵＴから要求があり、次にプロトコルテ
スターがエミュレートする基地局から応答がある。応答後、別の信号が続くこともあるし
、続かないこともある。例えば、ハンドオーバーの場合、ハンドオーバーが完了する前に
構成信号が何度か交換される。
【００１８】
　第２の環境場追跡源１１６からの環境場追跡値は、ローダー１２０によりプロトコルテ
スター１０８の共制御部１２２に提供され、環境場追跡値が混合器１２４で主制御部１１
０からのプロトコル信号と結合するよう準備を行う。従って、プロトコルテスターの出力
は、環境場追跡値から抽出され元の形式で再生される重畳信号および、一組の内部信号で
ある。これにより、環境場追跡値の全ての信号を対象とするのではなく、分析対象の信号
伝達事象を精密かつ繰り返し再生することができる。
【００１９】
　この精密な再生では、プロトコルテスターにこれ以上複雑な要件は求められない。結果
として、追加の費用を負うことなく、ほとんどの試験は環境場から実験室へ移動すること
ができる。このことは、ＬＴＥ（Long Term Evolution）、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ、
およびＭＩＭＯ（Multiple Input Multiple Output）伝送システムなど、ますます複雑化
する無線通信システムで特に役立つ。
【００２０】
　図２は、上述した図１に示す実験室試験構成の運用の工程図である。環境場追跡値が収
集された後、処理２０２では、環境場追跡値から基地局構成を定義する信号を抽出する。
この信号は、基地局からの構成パラメータや任意の他の所望の信号を含む。処理２０４で
は、構成パラメータを使用してプロトコルテスターを構成する。基地局構成部１０６は、
構成パラメータを使用してプロトコルテスターの制御部を構成する。
【００２１】
　処理２０６では、環境場追跡値から再生する信号を抽出する。処理２０８では、例えば
チャネルエミュレータで、再生する信号を環境場追跡値から抽出する無線環境と混合する
。この手順の結果、再生する信号は無線環境と同期する。このことは、図４Ｂとの関連で
以下に記述する。処理２１０では、混合信号をＤＵＴに送信する。
【００２２】
　処理２１２では、ＤＵＴから任意の応答を受信し、処理２１４はこの応答をその後の分
析用に記録する。処理２１６では、一連の試験が完了していなければ、さらに構成信号を
ＤＵＴに向けて再生する。それ以外の場合は、この処理は終了する。
【００２３】
　図３は、図２の機能を実行するための、一代替構成のブロック図である。
【００２４】
　より処理能力の高い単一の制御部および単一の環境場追跡源を用いれば、図２の試験装
置の機能のいくつかは、より少ない部品に統合することができる。図３に示すように、端
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末３０２は、ＤＵＴとして動作する。ＤＵＴは、エミュレートされた無線チャネルを介し
てプロトコルテスター３０８と通信する。エミュレートされた無線チャネルは、無線環境
エミュレータ３１２を介した双方向接続である。
【００２５】
　記録された環境場追跡値を、単一の追跡源３１４からエミュレータ３１２、プロトコル
テスター３０８の制御部３１０、および基地局構成モジュール３０６に向けて再生する。
基地局構成モジュールは、環境場追跡値のメッセージから構成パラメータを抽出し、それ
をプロトコルテスターの制御部に供給する。制御部はまた、環境場追跡値に含まれる他の
基地局や端末からの信号を抽出し得、この信号を構成メッセージと結合してＤＵＴに伝送
し得る。無線チャネルエミュレータは、環境場追跡値からのノイズや干渉をＤＵＴに送信
する無線信号に付加する。
【００２６】
　結果として、図３の試験装置は、図２の試験装置と同一または同様な機能を実行する。
この２つの例は、本明細書に記載の試験構成のいくつかの変形例を示すため、提供される
。特定の実装に応じて、他にも多くの様々な変形例が可能である。
【００２７】
　図４Ａは、ハンドオーバーに関連する特定のメッセージに対する記録した環境場追跡値
の一例を示す。信号は、縦軸が参照信号受信電力（RSRP = Reference Signal Received P
ower）、横軸が時間のグラフで示す。この信号は、ＬＴＥのセッション層（第３層）のメ
ッセージ記録、すなわちハンドオーバーの要求とハンドオーバーの完了に関する。グラフ
は、ある特定の時間に端末が電力測定信号４１４を送信したことを示している。ハンドオ
ーバー要求信号４１０が続いた後、次にハンドオーバー完了信号４１２が続いている。こ
れらの信号は、ハンドオーバー前はサービングセル２７３のチャネル上のトラフィック４
０４、ハンドオーバー後はサービングセル２４８のチャネル上のトラフィック４０８を含
む環境で記録される。最初の部分には、セル２４８からの干渉４０６が存在する。ハンド
オーバー後の２番目の部分では、状態は反転し、セル２７３からの干渉４０２が存在する
。他にも多くのノイズや干渉の発生源があるが、これらは例として示されている。
【００２８】
　図４Ｂは、図４Ａのグラフと縦軸を揃えた同様のグラフである。ただし、図４Ｂは、記
録された信号を示す代わりに、本明細書に記載の方法により再生した実際のデータを示す
。各信号は、図４Ａで示すのと同じ第３層のメッセージの再生セッションに対応する。ハ
ンドオーバー要求４３０およびハンドオーバー完了４３２は、時間領域で精密に揃ってい
る。他のメッセージ、すなわち端末が送信したメッセージの測定報告４３４は、制御の対
象外である。同一のトラフィック４２４および４２８、干渉信号４２２および４２６が存
在するが、いずれも時間が揃って再生されている。ＤＵＴへのメッセージは、本明細書に
示すように、環境場追跡値から抽出された後、同期がとられ、プロトコルテスターにより
ＤＵＴに送信される。第２節
【００２９】
　この節では、エミュレートされる無線環境がフェーダーを用いた決定論的伝搬モデルに
より作成されることを記述する。空間ダイバシティは、例えばシングルユーザーＭＩＭＯ
、マルチユーザーＭＩＭＯ、および他の伝送方式の無線通信において、ますます利用が増
加している。結果として、決定論的伝搬モデルにより作成される合成チャネル追跡値は、
無線端末やその部品を検証する段階でますます重要な役割を果たすことが予想されている
。
【００３０】
　本明細書に記載されるように、そのような追跡値は、レイトレーサを用いて生成され、
フェーダーまたはチャネルエミュレータにロードされた後、対象装置を試験するために使
用される。非常に詳細な追跡を行えば、試験は、より現実的なものになる。結果として、
追跡は、非常に大きな規模が必要とされることが多く、かなりの処理資源の生成が求めら
れる。しかしながら、以下に記述するように、フェーダーの記憶装置、バッファ、メモリ
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、現実的なチャネル追跡値が生成され得る。
【００３１】
　上述のように、無線環境エミュレータ１１２および３１２のようなフェーダーは、一連
のチャネルインパルス応答（ＣＩＲ）を用いてチャネルをエミュレートする。チャネルを
細かくサンプリングする場合、メモリーや処理能力に関する要求が原因で追跡の生成やロ
ードが取り扱いにくいことがある。
【００３２】
　メモリーや計算の負荷は、以下の運用によって軽減することがある。まず、ＣＩＲの最
初のシークエンスは、密度を下げてサンプリングしたＣＩＲの別のシークエンスに置換す
る。本明細書で使用するように、密度の低いサンプリングとは、単位時間または単位空間
あたりのＣＩＲのサンプル数が小さいことを示し、サンプルの流れのデータ速度を低下さ
せる。その代わりに、密度の高いサンプリングまたはサンプリングレートは、単位時間ま
たは単位空間あたりのサンプル数がより大きくなる。次に、フェーダーに、置換後のシー
クエンスから最初のシークエンスを復元するのに必要な知能を備えさせる。これは、例え
ば、複数のＣＩＲの置換シークエンスにおいて各ＣＩＲを以下の項目で記述する場合に実
現可能であるが、これに限定するものではない。　ａ）受信機の位置　ｂ）受信機の速度
　ｃ）タップの各要素が次の項目により表現される一連のタップ　　ｉ）タップに対応す
るレイを特定する一意の識別子　　ｉｉ）遅延　　ｉｉｉ）関連合成チャネルの利得　　
ｉｖ）受信機の移動方向に関連するレイの到達角　　ｖ）探査エージェントが観測する信
号源または最後の散乱の高度を特定する角度　ｄ）ＣＩＲの１つ前とその次のサンプルに
おいて、レイがアクティブかどうかを報告するための対応する２つのフラグ
【００３３】
　（ｄ）のフラグは、２つの起こりうる事例を示すことができる。第１の事例は、隣接す
る２つのサンプルに関してレイがアクティブである。第２の事例は、隣接する２つのサン
プルの内１つのサンプルに関してのみレイがアクティブである。
【００３４】
　隣接する２つのサンプルにおいてレイがアクティブな場合、サンプルを取得した位置ｘ
１とｘ２をつなぐセグメント内でアクティブなままであるとみなすことができる。図５は
、隣接する２つのサンプルでアクティブなレイの一例を示す。この図において、ｘにおけ
るレイは、θの到達角があるとみなされる。同様に信号源からのレイは、ｘ１ではθ１の
角度、ｘ２ではθ２の角度をもつとみなされる。図５に定義するように、これらの到達角
を用いてサンプルｘ１、ｘ２における合成チャネル利得をｈ１、ｈ２で表すと、ｘにおけ
る合成チャネル利得は、例えば次の通り算出される。
【数１】

　および
【数２】

　ここで、λはデータの伝送に用いる電磁波の波長、＾ｋ（ｓ）は電磁波が伝搬している
局所方向を示す単位ベクトル、＾ｄ（ｓ）は受信機が移動している局所方向を示す単位ベ
クトルである。
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【数３】

【数４】

　φは、高度を示す。ｘにおけるレイの遅延ｒについては、代わりに次のように表すこと
ができる。
【数５】

　ここでcは、真空での光の速度である。
【００３５】
　レイが１つのサンプル、例えばｘ１に関してのみアクティブな場合、間隔［ｘ１，ｘ２
］は、レイが［ｘ１，ｘｓ］に関してのみアクティブであるという条件で２つのサブセッ
ト［ｘ１，ｘｓ］と［ｘｓ，ｘ２］の論理和で表すことができる。容易に推測することが
できるが、［ｘｓ，ｘ２］には寄与率がなく、［ｘ１，ｘｓ］の処理は単純に数式１、数
式２、数式３、数式４、数式５を用いるだけでよい。従って、この事例での唯一の問題は
、ｘｓの位置を推定することにある。これに関して、３つの事例を特定することができる
。１）ｘｓは、特定の間隔内で不規則な位置に配置される。２）ｘｓは、任意のポリシー
に従って、特定の間隔内で特定の位置に配置される（例えば、特定の間隔の中間点）。３
）一定レベルの細分化が得られるまで特定の間隔を再サンプリングした後、２つの方法の
いずれかを適用する。
【００３６】
　本明細書に記載の簡素化と内挿の技術は、図６のブロック図に示す構成に従って、実装
することができる。図６は、図１や図３に示すような試験システムの一部を示す。上記の
ように、信号は基地局または基地局エミュレータ６０８により生成または再生され、フェ
ーダー６１２（またはチャネルエミュレータ）を介して試験中の端末６０２、すなわちＤ
ＵＴに送信される。フェーダーは、複数のＣＩＲのシークエンスを用いて、無線チャネル
をエミュレートする。
【００３７】
　複数のＣＩＲは、幾何学的データベース６３２を用いて、レイトレーサ６３４により生
成される。複数のＣＩＲのシークエンスが完全で上記に列挙した全ての情報を含む場合、
そのシークエンスはフェーダーの内挿装置６３８に直接提供することができる。次に内挿
装置は、上述した手順に従ってＣＩＲの最終的な合成シークエンスを生成する。しかしな
がら、一般に最初のシークエンスでは、典型的に受信機の速度、各レイの識別子やフラグ
などの項目が欠落していることがある。
【００３８】
　そのような場合、後処理６３６は、内挿装置に有用となる可能性のある、最初のシーク
エンスの追加パラメータを複数生成する。これらの追加パラメータは、到達角、位置、受
信機の速度など、上記パラメータの１つまたは複数を含むことがある。これらのパラメー
タは、内挿装置に提供される。後処理は、内挿装置６３８が例えば上述の手順をうまく適
用できるよう、最初のシークエンスに足りないデータを加える。あるいは、後処理は、補
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助的なデータセットとして、密度の低いシークエンスとともに、またはそれとは別に追加
パラメータを送信することがある。これにより、フェーダー内部に要求される、追跡値を
蓄積するためのメモリー容量の大幅な削減をもたらし、また複数のＣＩＲのシークエンス
を細かくサンプリングするために必要となる時間の節約にもつながる。
【００３９】
　図６の例におけるフェーダー６１２は、レイトレーサから提供される、低い密度でサン
プリングされた複数のＣＩＲのシークエンスを取り込み可能な内挿装置６３８で拡張され
ている。この内挿装置は、この情報を用いて、より高いサンプリングレートで第２の組の
ＣＩＲを生成する。
【００４０】
　内挿装置は、既存のハードウェアに実装するか、またはフェーダーの追加または修正ハ
ードウェアを用いてもよいが、後処理６３６からのＣＩＲを用いてレイを再構築すること
ができる。この処理は、完全でサンプリングレートの高いレイがフェーダーで蓄積または
処理されることがないよう、信号を端末に送信しながら実行される。
【００４１】
　図７は、無線通信装置の試験を目的とした、チャネルインパルス応答のシークエンスの
生成方法に関する工程図である。この方法において、処理７０２では、低い密度でサンプ
リングされたチャネルインパルス応答の最初のシークエンスが生成される。この処理は、
幾何学的データベース６３２を入力として用いるレイトレーサ６３４が実行する。
【００４２】
　処理７１０では、サンプリング密度の低いＣＩＲが内挿装置６３８ですぐ利用可能な状
態であれば、シークエンスが直接内挿装置に供給され、より密度の高い複数のＣＩＲのシ
ークエンスに内挿される。処理７１０において、内挿するための充分な情報がない場合は
、シークエンスは処理７０４で後処理され、内挿するための情報が生成される。
【００４３】
　処理７０６では、密度の低い最初のシークエンスから、密度の高い複数のＣＩＲの合成
シークエンスを生成する。
【００４４】
　この処理は、与えられたパラメータを用いるか、または他の所望の方法で内挿すること
により実行される。処理７０８では、合成された複数のＣＩＲを試験チャネルに適用する
。これは、例えば図６に示すように、プロトコルテスターと試験対象の無線通信装置の間
の試験チャネルでもよい。このシークエンスは、図１、図９、図１０などのシステムのよ
うに、より規模の大きい試験システムにおける端末に適用してもよい。第３節
【００４５】
　この節では、装置を試験するために、装置自体または同様な装置が収集した環境場追跡
値を用いて無線チャネルが再生されることを記述する。図１は、一試験構成を示すが、こ
の構成ではプロトコルテスターとチャネルエミュレータにより環境場追跡値１１４が再生
される。ＬＴＥ装置に関して、無線環境を精密に表現する場合、環境場追跡値は膨大な量
の情報を含まなければならない。本明細書に記載の方法に従って、そのような情報は、構
成を変更することによりＬＴＥ受信機から直接収集することができる。これにより、高水
準の現実性でチャネル再生を行うことができる。
【００４６】
　ＬＴＥ装置は、運用中、とりわけ復調参照シンボル（DRS = Demodulated Reference Sy
mbols）、参照信号受信電力（RSRP = Reference Signal Received Power）、物理資源ブ
ロック（PRB = Physical Resource Block）あたりの受信信号強度表示（RSSI = Received
 Signal Strength Indication）、隣接セルのＲＳＲＰを計算、推定、または復元するこ
とができる。これらの数値は全て復元することができるが、端末は、一般に運用に要求さ
れるか、または必要となる数値のみを復元する。
【００４７】
　従って、これらの数値には、通常の運用では標準的に復元されないものがある。これら
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の数値は全て、環境場で経験する環境を再生するのに役立つ。しかしながら、通常、試験
技術者が全ての数値を完全に利用できることはない。
【００４８】
　前述の内部データを記録することができる装置を用いて、現実的な再生を行うことが可
能になる。携帯電話、携帯型ノートパソコン、タブレット端末などの標準的なＬＴＥ受信
機を用いてデータを記録する場合、無線チャネルは、受信アンテナ、すなわち終端装置の
アンテナの指向性を考慮して記録するので、現実性が向上する。
【００４９】
　図８は、内部データの復元、および記録ができるＬＴＥ受信機のような携帯端末を用い
た収集と再生を示す図である。装置８０２は、無線モデム８０４を用いて追跡値８０６を
収集する。これは、最初に無線サービングノードと信号リンクを確立することにより実行
してもよいが、信号リンクは必須ではない。
【００５０】
　受信情報は、信号リンクを確立することなく、単純に記録してもよい。追跡値は取り込
まれた後、後処理８０８を受け、再生の準備が行われる。
【００５１】
　再生に関しては、図１のプロトコルテスター１０８や図３のプロトコルテスター３０８
などの信号発生器８１４により信号が生成される。一実施形態では、信号発生器は基地局
エミュレータであるが、本発明はそのような事例に制限されるものではない。生成した信
号は、無線チャネルエミュレータ１１２や無線チャネルエミュレータ３１２のようなフェ
ーダー８１２に適用された後、ＤＵＴであるＬＴＥモデム８１０に加えられる。このモデ
ムは、信号の収集に用いたモデム８０４と同一か、または異なるモデムでもよい。
【００５２】
　図９は、これらの原理、および取込再生手順をより詳細に示すブロック図である。この
手順の第１ステップ９０２は、環境場での追跡値の収集である。第２ステップ９０４は、
収集した追跡値の抽出と後処理である。第３ステップ９０６は、中間情報を作成する。第
４ステップ９０８は、試験構成の利用である。
【００５３】
　第１ステップでは、試験追跡値が取り込まれた後、基盤装置９１０から抽出される。基
盤装置は、開発された製品、あるいは開発された製品の部品や開発中の製品の部品でもよ
い。あるいは、特別な追跡値収集システムを用いてもよい。
【００５４】
　この追跡値は、干渉装置９１８の参照信号受信電力に対応する。この追跡値は、隣接セ
ルの影響、または基盤装置がアクティブな同一セル内で運用している他の無線の影響に関
する追跡値を保持する。受信信号強度表示／物理資源ブロック９１６は、物理資源ブロッ
クあたりの総受信エネルギーに対応する。復調参照シンボル／参照信号受信電力９１２は
、使用されるＬＴＥの帯域幅においてチャネルがどのように振る舞うかを同様に表示する
。利用者端末資源ブロック割当９１４も抽出され、各サブフレームで資源ブロックをＬＴ
Ｅ受信機９１０に割り当てる。これらのパラメータを、ＬＴＥの用語を用いて全て表現し
ているが、本発明はＬＴＥの特定の例示に制限されるものではない。追跡部９０２の全て
の情報を、使用可能なモデム９１０で収集した環境場追跡値から抽出してもよい。このモ
デムは、環境場追跡値により環境場での所望の情報全てを収集、蓄積し、情報が復元でき
るよう、修正されている。
【００５５】
　後処理９０４はこの情報を用いて関連データを抽出し、処理の一部で使用する特定のチ
ャネル状態を生成する。後処理は処理に適した種類の高機能な外部装置を用いて実行して
もよい。例えば、最新のプロトコルテスターやコンピュータを使用してもよい。まず第１
に、後処理はＣＩＲ再構築９２６のために行われ、復調参照シンボル／参照信号受信電力
９１２を用いて、ＬＴＥシステムで利用する各ＭＩＭＯリンクの時間変動ＣＩＲの推定値
を生成する。これは、利用者端末の外部でかつＤＵＴの試験が実行される前に実行される
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ため、処理時間が長い最新のアルゴリズムが許容される。各リンクについてＣＩＲの一時
的な進展を推定した後、干渉チャネル再構築９２４は、チャネル間干渉の傾向を記述する
。もう１つの処理は、受信信号強度表示／物理資源ブロックと信号復調参照シンボル／参
照信号受信電力を用いた割当再構築である。この処理を利用して、各サブフレームで他の
利用者端末に割り当てる物理資源ブロックの組を決定する。特定の実装に応じて、追加の
後処理を実行してもよい。
【００５６】
　後処理の後、チャネルや資源の割当情報を含む中間情報９０６が作成される。信号リン
クチャネル９３８は、ＣＩＲ再構築アルゴリズムに基づく、電力変動による時間変動ＣＩ
Ｒデータである。一実施形態では、電力変動はフェーダーで発生するが、本発明はそれに
限定されるものではない。干渉チャネル９３６は、時間変動のセル間干渉、つまり隣接セ
ルによる干渉である。
【００５７】
　剰余受信信号強度表示／物理資源ブロック９３４は、干渉チャネルの再構築に使用する
中間データである。図に示すように、このデータは、後処理ステップ９０４の割当再構築
９２２から導出された後、後処理ステップの干渉チャネル再構築９２４に供給される。干
渉チャネル再構築９２４を用いて干渉チャネル９３６を生成する。剰余受信信号強度表示
／物理資源ブロックを他の目的に用いることはないが、本発明はそのように限定されるも
のではない。
【００５８】
　他利用者端末ＲＢ割当９３２は、後処理９０４の割当再構築９２２から導出される。こ
れは、ＤＵＴ以外の利用者端末の時間変動資源ブロック割当情報である。この例では、基
盤装置９１０が保有する資源ブロック割当は、処理９１４で追跡値に記録される。他利用
者端末の資源ブロック割当は、一般に基盤装置が収集および追跡することはないが、処理
９２２で割当を再構築した後、処理９３２で他利用者端末向けの割当を決定することによ
り、後処理９０４で抽出することができる。
【００５９】
　次に、処理９０６で導出される中間情報は、信号ｅＮＢと干渉ｅＮＢを構成することが
できる試験構成９０８に入力される。この事例では、信号伝達は、制御プレーンまたはデ
ータプレーンにおける、どの種別の信号伝達でもよい。試験構成は、２つの異なる処理９
４２と処理９４４を用いて作成してもよい。図に示すように、第１の処理９４２は、信号
リンクを表し、第２の処理９４４は、干渉リンクを表す。２つの処理はそれぞれ、フェー
ダー９４８に結合する信号発生器９４６、フェーダー９５８に結合する信号発生器９５６
をもつ。
【００６０】
　各フェーダーはそれぞれ、基盤装置９１０と同一か、または異なるＤＵＴ９６０に信号
を送り込む。信号は、図１０の例に示すように、最初に結合器１０２６で結合される。さ
らに、信号箱９４６と信号箱９５６は、特定の実装に応じて、対応するフェーダーで結合
するか、他の方法で統合した上で同時に結合してもよい。一実施形態では、本明細書に記
載するようなプロトコルテスターが信号箱として用いられる。特定の実装に応じて、送受
共用器、結合器、分波器、フィルターを適切に追加してもよい。
【００６１】
　各信号箱は、対応する利用者端末割当を受信する。信号ｅＮＢエミュレータ９４６は、
収集する利用者端末向けの利用者端末資源ブロック割当９１４を受信する。これらの資源
ブロック割当を用いて、ＤＵＴ向けの正しい資源ブロック割当を適用する。信号伝達は、
これらの割当に基づいて生成され、対応するフェーダー９４８に送信される。フェーダー
９４８は、処理９３８に従って、正しいフェーディングを適用する。次に、信号箱９４６
からの減衰した信号がＤＵＴに送信される。
【００６２】
　干渉信号箱９５６は、処理９０６で抽出した資源ブロック割当９３２を受信する。これ
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らの割当を用いて、システムにおける他利用者端末の存在をシミュレートする。フェーダ
ー９５８は、干渉チャネル情報９３６を直接または後処理の形式で用い、信号箱９５６の
信号出力を減衰させる。減衰後すぐ、この信号は、またＤＵＴへ送信される。ＤＵＴは最
終的に、試験中、被験装置の応答が追跡および測定されるよう、エミュレートされた信号
ｅＮＢと通信するか、または別の方法で通信を行う。第４節
【００６３】
　この節では、現実的なセル負荷をシミュレートすることにより、実験室でセル内干渉が
現実的な表現で生成されることを記述する。環境場試験は、ＤＵＴの限界を試すための最
も現実的な方法を提供するが、時間を浪費し、費用がかかり、また容易に繰り返すことは
できない。上述した手法により、環境場で通常直面する信号伝達やフェーディングを実験
室で再生することが可能になる。これにより、長期的な費用を削減し、また試験を十分繰
り返すことや制御することができる。しかしながら、環境場試験の再生において考慮すべ
き重要な観点は、現実的な干渉の再生の実現性である。第３節では、物理資源ブロックあ
たりの受信信号強度表示と割当を追跡することにより、ＬＴＥとＬＴＥに基づく技術への
対処を行った。この節では、ＷＣＤＭＡ（登録商標）（Wideband Code Division Multipl
e Access＝広帯域符号分割多元接続）システムのセル内干渉に焦点を当て、環境場で経験
するセル内干渉の現実的な表現をどのように達成するかについて取り組む。
【００６４】
　セル内干渉を再生するための標準的な方法として、白色ガウス雑音を注入する方法があ
る。しかしながら、このような手法は効率がよくないことが多い。白色雑音は実際、干渉
するＷＣＤＭＡ（登録商標）信号よりも、かなり悪い影響を受信機に及ぼす。本明細書に
記載するように、現実的な干渉は、通常の専用チャネルおよび共用チャネルと同期して、
直交チャネル化符号でダウンリンク物理チャネルを注入することにより、生成することが
できる。これにより、正しいセル負荷を再構築し、その結果現実的なセル内干渉を生成す
る。
【００６５】
　図１０は、正しいセル負荷を再構築することができる実験室試験システムのブロック図
である。プロトコルテスターなどの通信試験器１００８は、チャネルエミュレータ１０１
２と結合する。チャネルエミュレータは、他の記述に示すような無線トランシーバー、利
用者端末などのＤＵＴ１００２と結合する。ＤＵＴは、同様に可搬型装置または固定装置
でもよいが、また無線受信機の部品または無線受信機そのものでもよい。
【００６６】
　通信試験器は、サービングセルエミュレータ１００４を備え、プロトコル信号、命令、
および他のトラフィックを生成し、また負荷をエミュレートするセルエミュレータ１００
６を備え、環境場試験で経験する干渉信号の近似値を生成する。２つのセルからの信号は
、それぞれフェーディングチャネル１０１４とフェーディングチャネル１０１６へ送信さ
れた後、結合器１０２６へ送信される。図に示すように、負荷をエミュレートするセルは
、ダウンリンクのトラフィックのみでＤＵＴに影響を及ぼす。
【００６７】
　サービングセルエミュレータは、二重フィルター１０２２に結合する。この二重フィル
ターは、アップリンクとダウンリンクの信号を分離するが、他の実施形態では、図中の他
の部品内部に統合されることがある。アップリンク信号、すなわちＤＵＴ１００２からの
信号は、第２の二重フィルター１０２４で受信、分離され第１の二重フィルター１０２２
へ送信される。二重フィルター１０２２は、同様に通信試験器のサービングセルエミュレ
ータに接続されている。二重フィルター１０２２については、他の実施形態では、二重フ
ィルター１０２４が図中の他の部品内部に統合されることがある。このような種類の配線
により、アップリンク信号は劣化することなく、チャネルエミュレータで受信することが
可能となり、そのためＤＵＴの試験の焦点を維持することができるが、本発明はそれに限
定されるものではない。高周波二重フィルター１０２２、高周波二重フィルター１０２４
、結合器１０２６は、試験手順で選択された中心周波数で動作するよう設計されている。
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しかしながら、異なる周波数帯で試験を実施できるよう、これらの部品を調整することが
ある。あるいは、通信試験器がダウンリンクとアップリンクを異なるポートに関連づける
場合、ハードウェア配線も行うことにより、二重フィルター１０２２の使用を避けてもよ
い。
【００６８】
　説明したように、サービングセルエミュレータ１００４からのダウンリンク信号は、二
重フィルターで分離され、チャネルエミュレータの第１のフェーディングチャネル１０１
４に送信される。チャネルエミュレータの２つのチャネルからの２つのダウンリンクチャ
ネルは、結合器１０２６で結合した後、第２の二重フィルター１０２４を介してＤＵＴに
送信される。第２の二重フィルターにより、ＤＵＴをアップリンクチャネル用とダウンリ
ンクチャネル用を兼ねる単一コネクターに接続することが可能になる。しかしながら、特
定の構成を修正して様々な異なる環境に適合させてもよいし、また実験室試験システムに
使用する特定のハードウェア装置に応じて、部品を結合してもよい。さらに、環境場追跡
値のような、図示しない他の信号源、テストケース、ＣＩＲ源で試験手順を完成させても
よい。
【００６９】
　図に示す例では、ＤＵＴ１００２は、電源、温度、および他の条件について、試験ブロ
ックと物理的に接触した状態にあり、また二重フィルター、結合器、チャネルエミュレー
タを介して、通信試験器に接続されている。次にＤＵＴと通信試験器を起動すると、ＤＵ
Ｔとの登録処理が確立し、ＤＵＴの登録、およびサービングセル１００４への帰属が行わ
れる。
【００７０】
　ＤＵＴが帰属すると、負荷をエミュレートするセル１００６が起動し、直交チャネルノ
イズをダウンリンク物理チャネルに注入する状態になる。所望のレベルのセル負荷に従っ
て、次に各フェーディングチャネルに加える電力を変更する。例えば、第１のフェーディ
ングチャネル（サービングセル）に加える電力を減少させるか、または第２のフェーディ
ングチャネル（負荷をエミュレートするセル）に加える電力を増加させる。
【００７１】
　図１０に示すように、通信試験器を構成して、所望の種類の基地局、または他のＷＣＤ
ＭＡ（登録商標）無線局をシミュレートする。図に示す例では、通信試験器は、同一のス
クランブル符号を用いて、同時に２つの完全なＷＣＤＭＡ（登録商標）ダウンリンク信号
をシミュレートする。この２つの信号はチップに同期するが、これは例えばＷＣＤＭＡ（
登録商標）の共通フレームが１チップ以内に開始することを意味する。チャネルエミュレ
ータにより、試験装置は、シミュレートする全てのＤＬ物理チャネルの相対電力割合を変
更することが可能になり、また各チャネルに対してマルチパス伝搬モデルを導入すること
が可能になる。試験器は、所望のチャネル化符号で物理ＤＬチャネルを生成してもよい。
試験器は、また特定の電力レベルで直交チャネルノイズを生成してもよい。
【００７２】
　上述のように、第１のＷＣＤＭＡ（登録商標）セルは、「サービングセル」として構成
され、被験装置（ＤＵＴ）との接続を保持する。ＤＬチャネルの電力レベルは、ＷＣＤＭ
Ａ（登録商標）の標準値に設定される。この後、第２のＷＣＤＭＡ（登録商標）セルが「
負荷をエミュレートするセル」として構成される。このセルは、様々な異なる構成をもっ
てよい。一実施形態では、このセルはフレーム単位かつチップ単位でサービングセルに同
期するので、共通ＷＣＤＭＡ（登録商標）ＤＬ物理チャネルおよび専用ＷＣＤＭＡ（登録
商標）ＤＬ物理チャネルの電力が低減する。これにより、共通チャネルおよび専用チャネ
ルとは異なるチャネル化符号をもつ直交チャネルノイズチャネルに、確実に大部分の出力
電力が存在することになる。
【００７３】
　実際のチャネル状態をエミュレートするため、チャネルエミュレータを制御し、エミュ
レートする２つのセルの間の電力を調節する。これにより、２つのチャネルは、同一のマ
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ルチパス特性で作成されるが、異なる出力電力をもつことが可能になる。サービングセル
からのフェーディングチャネル１は、所望のマルチパスをエミュレートするが、出力電力
の観点では、共用のパイロットチャネルのプライマリ共用パイロットチャネル（P-CPICH 
= P-Common Pilot Channel）で測定される、所望の参照信号符号電力（RSCP = Reference
 Signal Code Power）の電力レベルに追随する。負荷をエミュレートするセルからのフェ
ーディングチャネル２も所望のマルチパスをエミュレートするが、このチャネルの出力電
力は、別の電力レベルに追随し、フェーディングチャネル１とフェーディングチャネル２
からＤＵＴへ到達する総電力は、測定される受信信号強度表示と一致する。この受信信号
強度表示は、当該ＷＣＤＭＡ（登録商標）帯域幅における受信信号強度の総和である。
【００７４】
　チャネルエミュレータにおける２つのチャネルの間の相対電力レベルを調節することに
より、ＤＵＴは、プライマリ共用パイロットチャネルの正しい電力レベル、およびデータ
チャネルの正しい電力レベル（なぜなら、データチャネルの電力制御は、パイロットチャ
ネルの電力に基づき決定される）を受信する。同じ理由により、ＤＵＴも環境場で測定す
るのと同じ受信信号強度表示の値を受信する。
【００７５】
　図１１Ａ、図１１Ｂ、図１１Ｃは、本明細書に記載するように、実験室構成でチャネル
間干渉（ICI = Inter- Channel Interference）を生成した場合の再生を示すグラフで、
横軸を揃えて縦軸に３つの異なる環境場パラメータを示している。図１１Ａは受信信号強
度表示を示し、単位はｄＢｍである。図１１Ｂはチップあたりの受信エネルギー対干渉電
力スペクトル密度比（Ec/IodB）＝参照信号符号電力対受信信号強度表示比（RSCPdB-RSSI
dB）を示し、単位はｄＢ、また図１１Ｃは参照信号符号電力を示し、単位はｄＢｍである
。実線は実験室での再生を示し、点線は環境場の原始データである。環境場でのこれらの
パラメータの値と、本明細書に記載の装置と手法を用いた実験室での値は、実質的に同じ
である。
【００７６】
　図１２は、図１０に示すような試験システムを用いて試験を実施するための、工程図で
ある。図１２の工程において、処理１２０２では、エミュレートするサービングセルにＤ
ＵＴを帰属させる。これは、ＷＣＤＭＡ（登録商標）システムの基地局エミュレータでも
よいが、本発明はそれに限定されるものではない。この帰属処理は、登録、チャネル割当
、チャネル構成パラメータの通信、および他の信号伝達を含む。
【００７７】
　処理１２０４では、ＤＵＴと基地局エミュレータの間で、通信チャネルを確立する。処
理１２０６では、負荷をエミュレートするセルを起動する。この処理は、処理１２０２お
よび処理１２０４の運用の前か、または後に行ってもよい。処理１２０８では、負荷をエ
ミュレートするセルが、ＤＵＴとサービングセルに対応する基地局エミュレータの間に確
立した通信チャネルに干渉信号を注入する。
【００７８】
　直交チャネルノイズを干渉信号として注入する。この事例では、直交ノイズは、サービ
ングセルの共用通信チャネルおよび専用通信チャネルのチャネル化符号と直交するという
事実を表している。直交ノイズは、自然高周波線環境での干渉に非常に酷似している信号
である。より現実的なノイズを生成するため、負荷をエミュレートするセルは、またフレ
ーム単位かつチップ単位で、エミュレートするサービングセルに同期する。この方法では
、干渉信号のフレームもサービングセルに同期する。エミュレートする２つの基地局は、
同じ実験室、かつおそらく同じハードウェアでエミュレートするので、２つの基地局エミ
ュレータを接続するか、または共通の時間基準を用いることにより信号を同期する。
【００７９】
　処理１２１０では、確立した通信チャネルにフェーディングを適用し、エミュレートす
るサービングセルと負荷をエミュレートするセルの送信電力を調節する。第５節
【００８０】
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　この節では、上述のシステムおよび手法で効果的に使用する演算装置について記述する
。図１３は、本発明の一実施形態に従う、演算装置１００を示す。このような演算装置を
用いて、上述のように環境場追跡値の収集、環境場追跡値の再生、プロトコルの試験、一
装置としての試験を行う。演算装置１００は、システム基板２を収容する。基板２は、多
くの部品で構成され、処理装置４および少なくとも１つの通信パッケージ６を含むが、こ
れに限定されるものではない。通信パッケージは、１つまたは複数のアンテナ１６と結合
する。処理装置４は、物理的および電気的に基板２と結合する。通信パッケージ６と統合
する、少なくとも１つのアンテナ１６は、物理的および電気的にパッケージを介して基板
２と結合する。
【００８１】
　アプリケーションに応じて、演算装置１００は他の部品を含むことがあるが、これらの
部品は物理的および電気的に基板２に結合するか、または結合しなくてもよい。他の部品
は、揮発性メモリー８（例えば、DRAM＝ダイナミックランダムアクセスメモリー）、不揮
発性メモリー９（例えば、ROM＝リードオンリーメモリー）、フラッシュメモリー（図示
しない）、画像処理装置１２、デジタル信号処理装置（図示しない）、暗号処理装置（図
示しない）、チップセット１４、アンテナ１６、タッチスクリーン表示装置などの表示装
置１８、タッチスクリーン制御装置２０、電池２２、音声符号化装置（図示しない）、映
像符号化装置（図示しない）、電力増幅器２４、全地球測位システム装置２６（GPS）、
方位計２８、加速度計（図示しない）、回転儀（図示しない）、スピーカー３０、カメラ
３２、大容量記憶装置１０（ハードディスク装置など）、ＣＤドライブ（図示しない）、
ＤＶＤドライブ（図示しない）などを含むが、これに限定されるものではない。これらの
部品は、システム基板２に接続するか、システム基板に搭載するか、または他の部品と結
合してもよい。
【００８２】
　通信パッケージ６は、演算装置１００へのデータ伝送および演算装置１００からのデー
タ伝送を行うため、無線通信および有線通信の少なくとも１つを動作可能にする。「無線
（wireless）」という用語およびその派生語を用いて、非固体の媒体を介し電磁波を変調
してデータ通信を行う、回線、装置、システム、方法、手法、通信チャネルなどを記述す
る。この用語は、関連装置が導線（wire）を含まないことを意味するものではないが、実
施形態によっては、関連装置が導線（wire）を含まないことがある。通信パッケージ６は
、多数ある無線または有線の標準やプロトコルのいずれかを実装する。標準やプロトコル
は、Ｗｉ－Ｆｉ（IEEE 802.11シリーズ）、ＷｉＭＡＸ （IEEE 802.16シリーズ）、ＩＥ
ＥＥ８０２．２０、ＬＴＥ（Long term evolution）、Ｅｖ－ＤＯ（Evolution Data Only
）、ＨＳＰＡ＋（High speed packet access plus）、ＨＳＤＰＡ＋（High speed downli
nk packet access plus）、ＨＳＵＰＡ＋（High speed uplink packet access plus）、
ＥＤＧＥ（Enhanced Data Rates for GSM（登録商標） Evolution）、ＧＳＭ（登録商標
）（Global system for mobile communications）、ＧＰＲＳ（General Packet Radio Se
rvice）、ＣＤＭＡ（Code division multiple access＝符号分割多元接続）、ＴＤＭＡ（
Time division multiple access＝時分割多元接続）、ＤＥＣＴ（Digital Enhanced Cord
less Telecommunications＝デジタルコードレス電話）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）、イーサネット（登録商標）関連、および３Ｇ、４Ｇ、５Ｇと称する無線プロトコルお
よび有線プロトコルなどを含むが、これに限定されるものではない。演算装置１００は、
複数の通信パッケージ６を含んでもよい。例えば、第１の通信パッケージ６は、Ｗｉ－Ｆ
ｉやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）など、近距離の無線通信専用とし、第２の通信パッ
ケージ６は、ＧＰＳ、ＥＤＧＥ、ＧＰＲＳ、ＣＤＭＡ、ＷｉＭＡＸ、ＬＴＥ、Ｅｖ－ＤＯ
など、長距離の無線通信専用としてもよい。
【００８３】
　演算装置１００の処理装置４は、処理装置４の内部にパッケージされた集積回路のダイ
を含む。この処理装置は、同じダイに結合するか、または他の部品にパッケージしてもよ
い。「処理装置」という用語は、レジスタおよびメモリーの少なくとも１つからの電子デ
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ータを処理し、それをレジスタおよびメモリーの少なくとも１つに蓄積される別の電子デ
ータに変換する装置または装置の一部を表す。
【００８４】
　様々な実装において、演算装置１００は、ラップトップ、ネットブック、ノートブック
、ウルトラブック、スマートフォン、タブレット端末、携帯情報端末（personal digital
 assistant = PDA）、ウルトラモバイルＰＣ、携帯電話、デスクトップパソコン、サーバ
ー、プリンター、スキャナー、モニター、セットトップボックス、娯楽用制御装置、デジ
タルカメラ、携帯型音楽再生装置、またはデジタル映像記録装置の形態でもよい。さらに
進んだ実装では、演算装置１００は、データを処理する電子装置であれば、他の形態でも
よい。
【００８５】
　実施形態は、１つまたは複数のメモリーチップ、制御装置、中央処理装置（CPU = Cent
ral Processing Unit）、基板を用いて相互接続したマイクロチップや集積回路、特定用
途向け集積回路（Application specific integrated circuit = ASIC）の一部として、お
よび／またはフィールドプログラマブルゲートアレイ（Field programmable gate array 
= FPGA）として実装してもよい。
【００８６】
　「一実施形態」、「ある実施形態」、「実施形態例」、「様々な実施形態」などの表現
は、そのように記述することで、本発明の実施形態が特定の機能、構造、または特性を含
むことがあるが、全ての実施形態が必ずしも当該の機能、構造、または特性を含まないこ
とを示している。さらに、実施形態によっては、他の実施形態で記述する機能の一部や全
部をもつか、またはその機能を全くもたないことがある。
【００８７】
　以下の記述と請求項では、「結合する」という用語と派生語を用いることがある。「結
合する（Coupled）」という用語を用いて、２つ以上の要素がお互いに共同動作、または
相互作用することを示すが、それらの要素の間には、物理的または電気的に部品が介在す
る場合と、介在しない場合がある。
【００８８】
　請求項で用いるように、「第１の」、「第２の」、「第３の」などの序数の形容詞を用
いて共通的な要素を記述する場合、特に指定しない限り、単に類似の要素を異なる例で表
しているだけであり、そのように記述される各要素が、時間軸上、空間上、分類上、また
は他の理由により、特定の順序でなければならないことを意味するものではない。
【００８９】
　各図は、説明を記載することなく、実施形態の例を示している。記載の１つまたは複数
の要素が、容易に単一の機能要素に結合する場合があることを、当業者であれば理解する
であろう。あるいは、ある要素を、複数の機能要素に分割してもよい。一実施形態の要素
を、別の実施形態に追加してもよい。例えば、本明細書に記載した処理は、順序を変更し
てもよいし、また本明細書に記載した方法に限定されるものではない。さらに、フロー図
の動作は、示した順序で実行する必要はなく、また必ずしも全ての動作を実行する必要も
ない。また、他の動作に依存しない動作は、他の動作と同時に実行してもよい。実施形態
の範囲は、決して本明細書の特定の例に限定されるものではない。仕様で明示的に記載し
ているかどうかに関わらず、構造、単位、および使用する材料の差異など、数多くの変形
例が可能である。実施形態の範囲は、少なくとも以下の請求項で記載するのと同じ範囲で
ある。
【００９０】
　以下の例は、さらなる実施形態に関する。異なる実施形態の様々な機能が、その実施形
態が含む機能、およびその実施形態が含まない他の機能と多様に結合し、様々に異なる用
途を満足する。実施形態によっては、無線通信装置を試験する装置に関するものもある。
この装置は、記録された環境場追跡値を再生する環境場追跡源、再生された環境場追跡値
および構成パラメータを受信して、信号を被験装置との間で送受信するプロトコルテスタ
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ー、環境場追跡源およびプロトコルテスターと被験装置の間に結合していて、再生された
環境場追跡値を受信し、この再生された環境場追跡値を信号と混合し、かつプロトコルテ
スターと被験装置の間のチャネルをエミュレートするチャネルエミュレータを含む。
【００９１】
　さらなる実施形態では、プロトコルテスターは、再生された環境場追跡値を受信するロ
ーダーと、プロトコルテスターにより被験装置に送信される信号を抽出するコプロセッサ
とをさらに含む。
【００９２】
　さらなる実施形態では、環境場追跡値はチャネルインパルス応答信号を含む。
【００９３】
　さらなる実施形態では、環境場追跡値は自然無線環境で記録された無線信号を含む。
【００９４】
　さらなる実施形態は、環境場追跡値から基地局構成パラメータを抽出し、この基地局構
成パラメータをプロトコルテスターに送信する基地局構成モジュールを含み、プロトコル
テスターは基地局構成パラメータを基地局構成モジュールから受信し、この受信した基地
局構成パラメータに基づいて被験装置と信号を送受信する。
【００９５】
　実施形態の中には、無線通信装置を試験する方法に関するものもある。この方法は、収
集された環境場追跡値から構成パラメータを抽出すること、プロトコルテスターを抽出さ
れた構成パラメータで構成すること、収集された環境場追跡値を再生すること、収集され
た環境場追跡値から無線環境を抽出すること、収集された環境場追跡値から再生される信
号を抽出すること、再生される信号をチャネルエミュレータ中の抽出された無線環境と結
合すること、結合された信号を有線接続経由で被験装置に送信すること、有線接続経由で
被験装置から再生中の信号への応答を受信すること、およびこの受信された応答を記録す
ることを含む。
【００９６】
　さらなる実施形態では、再生される信号の抽出は、環境場追跡値をローダーにロードす
ること、プロトコルテスターのコプロセッサによりロードされた環境場追跡値を処理して
この信号を抽出することを含む。
【００９７】
　さらなる実施形態は、抽出された無線信号を再生された信号と同期させることを含む。
【００９８】
　さらなる実施形態は、再生される信号を修正して所望の無線環境を模倣することを含む
。
【００９９】
　実施形態の中には、無線通信チャネルを表すための一連のチャネルインパルス応答を生
成し、無線通信装置を試験する方法に関するものもある。この方法は、レイトレーサを用
いて第１のサンプリングレートに対応する第１の組のチャネルインパルス応答を生成する
こと、第１の組のチャネルインパルス応答を記述する複数の追加のパラメータを生成する
こと、追加のパラメータを用いて、第１の組を内挿し、第１のサンプリングレートよりも
高い第２のサンプリングレートに対応する第２の組のチャネルインパルス応答を形成する
こと、およびこの合成シークエンスを基地局もしくは基地局エミュレータと被験装置間の
チャネルを表現するのに適用することを含む。
【０１００】
　さらなる実施形態では、内挿が無線チャネルエミュレータの内挿装置中で実行され、さ
らに、この方法は第１の組のチャネルインパルス応答およびパラメータを送信することを
含み、内挿は付加されたパラメータを用いたチャネルエミュレータによる内挿を含む。
【０１０１】
　さらなる実施形態では、パラメータを生成することは、第１の組のチャネルインパルス
応答における各タップに到達する方向を表す２つの角度を記述するためのパラメータを生
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成することを含む。
【０１０２】
　さらなる実施形態では、パラメータを生成することは、第１の組のチャネルインパルス
応答におけるチャネルインパルス応答ごとの受信機の位置と速度を記述するためのパラメ
ータを生成することを含む。
【０１０３】
　さらなる実施形態では、パラメータを生成することは、第１の組のチャネルインパルス
応答におけるチャネルインパルス応答ごとの受信機の速度を記述するためのパラメータを
生成することを含む。
【０１０４】
　さらなる実施形態では、パラメータを生成することは、第１の組で追跡されたレイが第
１の組の隣接する２つのサンプル中に存在するか否かを決定するのに十分なパラメータを
生成することを含む。
【０１０５】
　さらなる実施形態では、第１の組のチャネルインパルス応答を生成することは、レイト
レーサが動作している環境の幾何学的記述を含むデータベースを用いることを含む。
【０１０６】
　実施形態の中には無線通信チャネルエミュレータを含む装置に関するものもある。この
無線通信チャネルエミュレータを含む装置は、無線通信チャネルを表し、第１のサンプリ
ングレートに対応する第１の組のチャネルインパルス応答を生成するレイトレーサ、第１
の組のチャネルインパルス応答を、第１の組のチャネルインパルス応答を内挿するための
チャネルエミュレータによる使用のための追加情報で後処理するプロセッサ、および第１
のサンプリングレートより高い第２のサンプリングレートに対応し、チャネルエミュレー
タと被験装置間の無線チャネルを表す第２の組のチャネルインパルス応答を形成する追加
情報を用いて第１の組を内挿し、合成されたシークエンスを被験装置と交換される信号に
かけるための無線通信チャネルエミュレータを含む。
【０１０７】
　さらなる実施形態では、追加情報は、第１のシークエンスのチャネルインパルス応答の
各タップに対して、受信機の到達の方向、位置、および速度を表す２つの角度の内の少な
くとも１つを含む。
【０１０８】
　実施形態の中には、無線通信装置用の現実的な試験信号を生成する方法に関するものも
ある。この方法は、サービング無線ノードとの信号リンクを確立し携帯端末を用いて環境
場追跡値を収集すること、環境場追跡値を用いて携帯端末から信号リンクのためのチャネ
ル情報を抽出すること、環境場追跡値を用いて携帯端末から信号リンクのためのチャネル
割当を抽出すること、環境場追跡値から抽出されたチャネル情報を用いて信号リンクチャ
ネルを再構築すること、抽出されたチャネル割当、再構築された信号リンクチャネル、お
よび再構築された干渉チャネルを、携帯端末を試験する第２の携帯端末に適用することを
含む。
【０１０９】
　さらなる実施形態では、信号リンクチャネルを適用することは、信号リンクチャネルを
、信号箱と第２の携帯端末の間に接続されたフェーダーに適用することを含む。
【０１１０】
　さらなる実施形態では、信号リンクチャネルを再構築することは、環境場追跡値から信
号リンクで復調された複数の参照シンボルおよびこの復調された複数の参照シンボルのた
めの対応する受信出力を抽出すること、復調された複数の参照シンボルからチャネルイン
パルス応答を再構築すること、およびチャネルインパルス応答を用いて信号リンクノイズ
を生成することを含む。
【０１１１】
　さらなる実施形態は、環境場追跡値を用いて干渉リンクのためのチャネル情報を抽出す
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ること、環境場追跡値を用いて干渉リンクのためのチャネル割当を抽出すること、再生信
号追跡値を用いて干渉チャネルを再構築することを含み、適用することは再構築された干
渉チャネルを第２の携帯端末に適用することをさらに含む。
【０１１２】
　さらなる実施形態は、干渉チャネルの割当を用いて干渉無線ノードをエミュレートする
ことを含む。
【０１１３】
　さらなる実施形態では、第１の携帯端末および第２の携帯端末は同じ端末である。
【０１１４】
　実施形態の中には、チャネルエミュレータを含む装置に関するものもある。このチャネ
ルエミュレータを含む装置は、サービング無線ノードと信号リンクを確立することにより
環境場追跡値を収集する携帯端末、環境場追跡値を用いて携帯端末から信号リンクのため
のチャネル情報を抽出し、環境場追跡値を用いて携帯端末から信号リンクのためのチャネ
ル割当を抽出し、環境場追跡値から抽出されたチャネル情報を用いて信号リンクチャネル
を再構築する外部推敲部、抽出されたチャネル割当、再構築された信号リンクチャネル、
および再構築された干渉チャネルを第２の携帯端末に適用して、この第２の携帯端末を試
験するチャネルエミュレータを含む。
【０１１５】
　さらなる実施形態では、携帯端末は干渉チャネル信号伝達および割当のための環境場追
跡値を収集し、外部推敲部は干渉チャネル信号伝達および割当をさらに抽出する。
【０１１６】
　さらなる実施形態は、干渉チャネルの割当を表す信号伝達を生成し、その信号伝達を同
じまたはもう一つのチャネルエミュレータに提供する信号箱を含む。
【０１１７】
　実施形態の中には、無線通信装置を試験する方法に関するものもある。この方法は、被
験装置をエミュレートするサービングセルに帰属させること、被験装置とエミュレートさ
れたサービングセル間の通信チャネルを確立すること、負荷をエミュレートするセルを起
動すること、負荷をエミュレートするセルから確立された通信チャネルに干渉を注入する
こと、フェーダーを確立した通信チャネルに適用し、エミュレートされたサービングセル
と負荷をエミュレートするセルの間の送信電力を調節することを含む。
【０１１８】
　さらなる実施形態では、エミュレートされたサービングセルおよび負荷をエミュレート
するセルからのダウンリンクチャネルの送信電力は、ＷＣＤＭＡ（登録商標）のＮｏｄｅ
Ｂのための標準値に設定される。
【０１１９】
　さらなる実施形態では、負荷をエミュレートするセルがエミュレートされたサービング
セルにフレーム単位かつチップ単位で同期される。
【０１２０】
　さらなる実施形態では、干渉を注入することは、直交チャネルノイズを注入することを
含み、このチャネルノイズはエミュレートされたサービングセルにおける通信チャネルに
直交する。
【０１２１】
　さらなる実施形態では、通信チャネルはＷＣＤＭＡ（登録商標）チャネルであり、直交
チャネル干渉は共通チャネルおよび専用チャネルとは異なるチャネル化符号を有する。
【０１２２】
　さらなる実施形態では、フェーダーを適用することは、エミュレートされたサービング
セルまたは負荷をエミュレートするセルの送信電力を変えることを含む。
【０１２３】
　さらなる実施形態では、通信チャネルはＷＣＤＭＡ（登録商標）チャネルであり、負荷
をエミュレートするセルのための送信電力を変更することは、エミュレートされたサービ
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理チャネルを変更することを含む。
【０１２４】
　さらなる実施形態では、通信チャネルはＷＣＤＭＡ（登録商標）チャネルであり、負荷
をエミュレートするセルのための送信電力を変更することは、エミュレートされたサービ
ングセルの送信電力に対して直交するチャネル干渉電力を変更することを含む。
【０１２５】
　さらなる実施形態では、フェーダーを適用することは、エミュレートされたマルチパス
伝搬チャネルを被験装置とエミュレートされたサービングセル間の通信チャネルに適用す
ること、およびエミュレートされたマルチパス伝搬チャネルを被験装置と負荷をエミュレ
ートするセルの間の通信チャネルに適用することを含む。
【０１２６】
　さらなる実施形態では、エミュレートされたマルチパス伝搬チャネルを適用することは
、マルチパスと直通チャネルをフレーム単位かつチップ単位で、フェーダーからの信号出
力と同期させることを含む。
【０１２７】
　実施形態の中には、フェーダーを含む装置に関するものがある。このフェーダーを含む
装置は、帰属された被験装置との通信チャネルを確立するエミュレートされたサービング
セルと、干渉を確立された通信チャネルに注入する負荷をエミュレートするセルと、確立
された通信チャネル中に設けられ、エミュレートされたサービングセルと負荷をエミュレ
ートするセルの間の送信電力を調節するフェーダーを含む。

【図１】 【図２】
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【図８】 【図９】
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